
 

 

地域医療構想の策定経過 

 

平成 27 年 5 月 26 日 

 

平成 27 年 9 月 2 日 

 

 

 

 

平成 27 年 9 月 18 日 

 

平成 27 年 10 月 14 日 

平成 27 年 10 月 15 日 

平成 27 年 10 月 16 日 

平成 27 年 10 月 27 日 

 

 

 

 

 

平成 27 年 10 月 30 日 

 

平成 27 年 12 月  

～平成 28 年 1 月 

 

平成 27 年 12 月 

 

 

 

 

 

 

宮城県医療審議会（地域医療構想の策定及び病床機能報告の概況について） 

 

第１回地域医療構想策定懇話会（地域医療構想の策定について外） 

 

 

 

 

宮城県議会保健福祉委員会（地域医療構想の策定について報告） 

 

第１回仙台地区地域医療構想策定調整会議（地域医療構想の策定について外） 

第１回石巻・登米・気仙沼地区地域医療構想策定調整会議（同上） 

第１回仙南地区地域医療構想策定調整会議（同上） 

第１回大崎・栗原地区地域医療構想策定調整会議（同上） 

 

 

 

 

 

地域医療構想策定に係る市町村説明会（地域医療構想について） 

 

宮城県保険者協議会から被用者保険データ収受，内容確認 

 

 

療養病床入院患者調査 

 

 

 

 

 

 

資 料 １ 

【主な意見】 

○在宅医療や介護との連携等をみながらの検討が必要。 

○２０２５年まででなく，それ以降も念頭に置いた検討が重要。 

○必要病床数算定に係る医療圏間の流出入について，高度急性期と急性期は現行と同じ割合で，回

復期と慢性期は家族や患者の負担を考慮して，各構想区域内で完結させるのが適当。 

 

【主な意見】 

○必要病床数の推計に当たって，高度急性期・急性期は，現行の流出入割合で，回復期・慢性期は

各構想区域内で完結させることは適当。 

○療養病床入院患者の実態把握が必要。 

○仙台医療圏は，仙台市と周辺市町村と医療提供体制が大きく異なっていることを踏まえる必要。 

○慢性期の必要病床数の達成については，在宅医療等の整備が先行することが必要。 

【調査結果概要】 

○対象病床数（医療療養病床）  1,751床/53病院･診療所 

○12月1日時点の入院患者数    1,499人 

うち医療区分１の患者数     385人（入院患者数の25.7％） 

○医療区分１の患者数のうち 

・入院による医療介入が必要という理由で退院が困難な患者数     193人（50.1％） 



平成 27 年 12 月 

 

 

 

 

平成 28 年 1 月 20 日 

 

平成 28 年 1 月 25 日 

平成 28 年 1 月 27 日 

 

 

 

 

平成 28 年 2 月 2 日 

 

平成 28 年 2 月 4 日 

平成 28 年 2 月 16 日 

平成 28 年 3 月 16 日 

 

 

 

 

平成 28 年 5 月 26 日 

 

 

 

平成 28 年 7 月 21 日 

 

 

平成 28 年 7 月 22 日 

 

 

 

平成 28 年 8 月 2 日 

都道府県間における流出入に伴う医療需要の調整（岩手県，福島県，東京都） 

 

 

 

 

地域医療構想策定に係る仙台医療圏塩釜・黒川地区意見聴取会（当該地区の医

療の現状・課題，構想の実現に向けた当該地区における施策等について） 

地域医療構想策定に係る仙台医療圏仙台市域意見聴取会（同上） 

地域医療構想策定に係る仙台医療圏名取・亘理地区意見聴取会（同上） 

 

 

 

 

第２回大崎・栗原地区地域医療構想策定調整会議（宮城県地域医療構想（イメ

ージ案）について，構想の達成に向けた方向性及び施策等について） 

第２回石巻・登米・気仙沼地区地域医療構想策定調整会議（同上） 

第２回仙南地区地域医療構想策定調整会議（同上） 

第２回仙台地区地域医療構想策定調整会議（同上） 

 

 

 

 

第２回地域医療構想策定懇話会（宮城県地域医療構想素案について外） 

 

 

 

宮城県医療審議会への諮問 

宮城県議会保健福祉委員会（宮城県地域医療構想案の概要について報告） 

 

パブリックコメントの募集（8月 22日まで） 

（５者から４０件の意見提出あり） 

市町村及び保険者協議会への意見の聴取（8月 22日まで） 

 

地域医療構想策定に係る市町村説明会（地域医療構想について） 

 

【概要】 

○病床の４機能別かつ二次医療圏別に１日10人以上の医療需要の流出入が見込まれる岩手県，福島

県，東京都と調整。 

○医療機関所在地の医療需要とすることで合意。 

【主な意見】 

○家庭の事情で退院できないという慢性期の入院患者は多く，介護療養病床や特養などは，まだま

だ足りない。 

○在宅医療等については，地域包括ケアシステムを進めることで解決していくことが必要。 

○在宅医療を充実させるには，訪問看護ステーションの充実が必要だが，看護師が不足。 

【主な意見】 

○病床の機能の分化・連携に向け，病院間で具体的に協議する場が必要。 

○在宅医療を行う医師を後方支援する体制の構築・強化が必要。 

○医療従事者の確保策の検討が必要。 

【主な意見】 

○本県として療養病床の必要性を強調すべき。 

○構想実現に向けた取組について，具体的な方向性等を打ち出すべき。 


